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あなたも狙われているかもしれません。不安になったらご相談ください！
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っ
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き
た
。

1. 必ずハガキなどの書面でする。
2. 契約（申込）日、事業者名、担当者名、商品名、契約金額を書いて、
　 この契約を解除するということを書く。自分の住所、氏名を書くことも　
　 忘れずに。
3. ハガキを書いたら、裏と表のコピーをとる。
4. ハガキは郵便局の窓口で、特定記録郵便等「出した日がわかる」方法で　
　 送付する。
5. ハガキのコピーと特定記録郵便の受領書を大切に保管する。
　 （この2つが、クーリング・オフをしたことの証拠になります。）

【消費者ホットライン】 ・・・・・ 局番なし　  『 １８８ 』※お近くの消費生活相談の窓口をご案内します。

い　や　や

10時～16時　月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く。）受 付 時 間

【中部経済産業局消費者相談室】・・・・・ 　  052-951-2836
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し
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大切な品物が・・

本当に必要？
効く・・・？ 儲かる？
           怪しい・・

※通信販売は クーリング・オフができません。

言葉巧みに消費者を誘ってくる悪徳商法。
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それでも、もしも契約してしまい、
その契約を後悔したら…
それでも、もしも契約してしまい、
その契約を後悔したら…

訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入については、
契約書面等を受け取ってから8日以内であれば
ク－リング・オフができます 。

　　　　　　【 クーリング・オフとは 】  
してしまった契約をなかったことにできる制度です。契約書にキャンセル料や違約金
について書かれていても支払う必要はありません。
また、受け取った商品を通常使用してしまっていても、契約をなかったことにできます。

（ただし、一部の商品や取引態様によってはクーリング・オフできない場合もあります
ので、相談窓口等で確認してください。）

商品の代金を支払っている場合は、
「なお、速やかに支払い済の○○円を
返金してください。」
と書き足すことをお勧めします。

あきらめ
ないで！！

しつこい勧誘には「お断りします」と
毅然と断りましょう。

しつこい勧誘には「お断りします」と
毅然と断りましょう。

しつこい勧誘には「お断りします」と
毅然と断りましょう。

チョット 待って！！

その契約

No, Thank you!

ちゃんと契約内容を
書面でもらっていますか？
ちゃんと契約内容を
書面でもらっていますか？
ちゃんと契約内容を
書面でもらっていますか？

しつこい勧誘はありませんか？しつこい勧誘はありませんか？

スマホやインターネットで何でも手に入る時代！

通 信 販 売 の 広 告 に は 、「 返 品 ル ー ル 」や
「 ○ 回 以 上 の 定 期 購 入 が 条 件 」といった
販売条件を表示することになっています。

広 告 を よく読 み まし た か？
通信販

売
初回の

み980円送料無
料

効く！

さいごまでスクロール

１回の購入のつもりが
定期購入になっていた
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茶

チョット
　待って！！

ポチッと

する前に！

通信販売は クーリング・オフができません。
必ず事前に広告内容をよくご確認ください。
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